
あいち電子申請システムでの市外産業廃棄物搬入
届出書の提出方法が変わります

R6.2 豊田市環境部 廃棄物対策課

～タブレットでも簡単入力！～
フォーマットに直接情報を入力することで、届出の様式が完成する方法になります。
〇スマホやタブレットからでも入力しやすくなりました。
※WordやPDFなどのファイルを添付する方法は廃止します。

＜フォーマット入力方式画面イメージ＞

～受付印の印影が変更になります～
●従来の印影ではなく四角枠と文字での受付印になります。

令和６年３月１日から

入力した内容は、受付完
了後に、PDFで出力でき
ます。

＜問い合わせ＞ 豊田市環境部 廃棄物対策課
TEL ：0565-34-6710
メール：haitai@city.toyota.aichi.jp


